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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「人と社会に豊かさを提供する」「高い技術、サービスで恒久的な存続を追求する」との経営理念の下、経営の効率性、健全性、公平性、
透明性を確保することにより、株主をはじめとする当社事業におけるステークホルダーにとって企業価値を最大化することが経営の責務であると
考えており、それを担保することをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針・目的としております。そのためには経営執行の過程において、取締役
会 等の合議機能、社内組織及び業務分掌における牽制機能などを有効に発揮させることが重要であると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

本報告書は、2021年6月改訂後のコードに基づいて記載しております。　

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】

上場株式の政策保有については、当社の中長期的な企業価値の向上に寄与すると認められる場合に政策保有を行うことを基本としております。

その上で四半期毎に関係部門において評価を行い、必要に応じて取締役会において当社の利益に資するかどうか等を勘案し、保有の合理性を
検証しております。

また、政策保有株式の議決権行使にあたっては、提案されている議案について、株主価値の毀損につながるものでないかを確認し、総合的に勘
案した上で個々の保有状況に応じ、当社と政策保有先双方の継続的な企業価値を向上させるかを基準に都度判断しております。

【原則１－７】

関連当事者間の取引については、取締役会規則や職務権限規程などで取扱いの詳細を定めております。原則として、関連当事者取引は実施し
ておりませんが、関連当事者取引を実施する場合は、各規程に基づく稟議手続において必要性や許容性を厳格に審議、検討し、必要に応じて取
締役会において決議・報告しております。

【補充原則２－４－１】

当社は、16ヵ国の海外拠点と40を超える代理店網を有するなど、世界各国に事業展開しております。当社が企業価値を向上させ、長期的な発展
を遂げるためには、女性、外国人、中途採用者などの多様な人材を確保しながら、事業展開を進める必要があると認識しております。当社では、
①1名以上の外国人を当社の取締役に選任すること、②中途採用者の幹部職社員の割合を10％以上とすること、及び③海外販売子会社における
役員全体のうち、女性取締役を2名以上選任することを基準目標とし、多様性の確保に努めております。

現状においては、関連する社内体制を整備し、上記の基準目標を充足しておりますが、今後においては、各比率及び人数を拡充して、多様な人材
を確保し、企業価値の向上を図って参ります。

【原則２－６】

当社は、確定拠出年金を採用しており、企業年金の積立金の運用はなく、財政状況への影響はありません。　

【原則３－１】

（１） 経営理念や経営戦略、経営計画

経営理念及び行動指針については、当社ホームページに掲載しております。経営戦略や経営計画については、決算説明会の資料に基づき対外
的に開示しております。

（２） コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書Ⅰの１に当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を記載しております。

（３） 取締役の報酬の決定に関する方針と手続

本報告書の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

（４） 役員候補者の指名及び選解任に関する方針と手続

取締役及び監査役候補者を推薦するにあたっては、「指名・報酬委員会」の答申を尊重し、人格・識見ともに優れ、高度な倫理観と誠実な価値観を
兼ね備え、当社の諸問題に精通し、当社の経営に関する意思決定及び業務執行者の監督をする者として適切に職務を全うすることが期待される
者を選定いたします。

なお、これらの選任基準を充足しない状況になった場合又は法令違反・定款違反等が発生した場合、「指名・報酬委員会」の答申を踏まえ、取締
役会において、取締役の解任を検討いたします。監査役の解任については監査役会において必要な手続きを行います。

（５） 取締役・監査役候補の個々の選任理由の説明

取締役・監査役候補の個々の選任理由については、株主総会参考書類においてその経歴などを開示し、説明しております。



【補充原則３－１－３】

「人と社会に豊かさを提供する」、「高い技術、サービスで恒久的な存続を追求する」という当社の経営理念は、自然豊かな長野県小諸発のグロー
バルメーカーとして、サステナビリティ経営を体現するものであり、持続可能な社会の実現に向け、ESG経営を積極的に推進しております。

環境面では、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」の提言に賛同し、TCFD提言に即した枠組みでの情報開示を進めております。ま
た、関連する取り組みとして、国内工場2拠点にCO2フリー電力を導入し、両拠点での電力使用によるCO2排出量を実質ゼロにしたほか、2022年1
0月に長野県が発行するグリーンボンドへの投資を行い、長野県の環境負荷を軽減する施策に貢献しております。

社会性向上に関しては、各種研修の充実を図り、次世代リーダー及び女性管理職の育成に努めております。また、健康経営の推進と福利厚生の
充実を図り、従業員にとって働きやすい職場づくりの構築に努めております。更に、福祉・教育・環境をテーマとして、各種物品寄贈などの社会貢
献を実施しております。インドにおいても、経済産業省認定の「日本式ものづくり学校」をインド工場に設立し、近隣学生への技術教育を行っており
ます。

ガバナンス面では、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置し、サステナビリティ経営を強化しております。同委員会
は、主な取締役と部長職で構成され、気候変動及び人的資本・多様性等に関連する重要事項を審議し、定期的にグローバル事業推進会議に報
告するとともに、必要に応じて取締役会へ報告することで、サステナビリティ課題と経営戦略の統合を図っております。

なお、サステナビリティに関する事項の詳細は、当社ホームページにおいて掲載しております。また、当社は、グローバル企業として長期的に事業
規模を拡大し、企業競争力の強化を図るため、グローバルな視点で知的財産権の保護、活用を積極的に進めるとともに、高い技術力を支える人
材やグローバルで活躍できる人材への積極投資を推進しております。

（気候変動への取り組みとTCFDへの対応について）

当社グループは、ストレッチブロー成形機業界のリーディングカンパニーとして、創業以来、エネルギー効率に優れた1ステップ成形機の開発に取
り組むとともに、先進的な環境配慮型の技術を開発し、市場に製品を供給してきました。当社では、気候変動問題は最も優先して取り組むべき社
会課題であると認識するとともに、中長期的な重要施策として、脱炭素化への取り組みや環境に配慮した新技術の開発に注力しております。2022
年8月には「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」の提言に賛同を表明するとともに、TCFD提言に則った「ガバナンス」、「戦略」、「リスク
管理」、「指標と目標」の4項目の情報開示を積極的に進めております。詳細は、当社ホームページにおいて掲載しております。

【補充原則４－１－１】

当社は、取締役会規則、職務権限規程、業務分掌規程、組織規程などを制定し、各事項の重要性、金額、性質などに応じて、取締役会で決定す
べき事項と経営陣に委任すべき事項を明確化しております。具体的には、法令及び定款に定められた事項、多額の資産の取得・処分等に関する
事項、重要な人事・組織等に関する事項、経営計画及び経営方針等に関する事項、社内規程で定めるその他の重要事項については、取締役会
の決議事項とする一方で、その他の個別の業務執行権限は、グローバル事業推進会議、代表取締役、業務執行取締役、各部門の部門長などに
委譲しております。これによりガバナンスを強化するとともに、機動的かつ迅速な業務執行を行っております。

【原則４－９】

当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断しております。加えて、実質的に独立的な立場
から監督できるか否かという観点から、これまでの経歴、実績、経験等を勘案しながら、個別の検討を重ねた上で、当社の社外取締役に相応しい
と判断する者を社外取締役に選定しております。

【補充原則４－１０－１】

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、独立社外取締役の適切な関与と助言を得る仕組みを強化するこ
とで、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。「指名・報酬委
員会」では、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に
関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。「指名・報酬委員会」は、取締役会が選定した3名以上の取締役
で構成し、その過半数は、独立社外取締役といたします。

【補充原則４－１１－１】

当社の取締役会は、代表取締役を含む6名の業務執行取締役及び社外取締役3名の計9名で構成されており、各取締役は、経営管理、財務・経
理、営業、技術、生産などの各所管業務において専門的知識と豊富な経験を有しており、迅速かつ合理的な意思決定を行うことができる役員構成
になっていると考えております。また、当社の取締役及び監査役のスキルマトリックスについては、株主総会資料にて開示しております。

【補充原則４－１１－２】

当社は、株主総会参考書類、有価証券報告書において役員の兼任状況を毎年開示しております。他社で兼任している役職数も限定的であり、当
社の取締役・監査役としての役割・責務を十分に果たしております。

【補充原則４－１１－３】

取締役会の実効性については、代表取締役が社外取締役を含む各取締役に対し、「取締役会の構成・運営」、「経営方針・リスク管理」、「取締役
への支援・トレーニング」等を主な評価項目としてヒアリングを実施し、分析・評価を行っております。

2022年9月期における実効性評価では、取締役会の実効性について概ね確保されていると評価しました。また、更なる取締役会の機能向上のた
め、「資料提供の迅速化」が課題として挙げられました。今後、分析・評価の結果を踏まえて、取締役会の実効性の向上に努めてまいります。

【補充原則４－１４－２】

具体的には、新任の取締役・監査役に対しては、外部研修等の受講を通して役員に必要な知識を習得する機会を設けるとともに、社外取締役・社
外監査役に対しては、工場見学や説明会を実施するなど、当社の技術及び事業領域に関する知識を習得する機会を提供しております。

【原則５－１】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主・投資家と建設的な対話を実施しております。アナリスト・機関投資家向け決算
説明会を年2回、個人投資家向け説明会を適宜開催するとともに、アナリスト・機関投資家や個人株主からの対話の要望に対しては、必要に応じ
て取締役などが面談を実施しております。また、定時株主総会後、工場見学を実施し、個人投資家などとの対話を促進する体制を整備しておりま
す。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満



【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

エー・エス・ビー インコーポレーテッド株式会社 6,533,600 43.58

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,716,200 11.45

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 874,400 5.83

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044（常任代理人　株式会社みずほ銀行

　決済営業部）
326,400 2.18

株式会社八十二銀行 325,000 2.17

GOVERNMENT OF NORWAY

（常任代理人　シティバンク、エヌ・　エイ東京支店）
314,574 2.10

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 207,000 1.38

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS （常任代理人　香港

上海銀行　東京支店　カストディ業務部）
177,200 1.18

JP MORGAN CHASE BANK 385642 （常任代理人　株式会社みずほ銀行　決済営業部） 160,000 1.07

青木　高太 153,400 1.02

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 9 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社



【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

酒井 正之 弁護士 △

檜森 啓二 他の会社の出身者

緑川 正博 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

酒井 正之 ○

当社は、酒井 正之社外取締役との間で、

過去に（2009年11月まで）法律に関する顧
問契約を締結しておりました。

商事法務、知的財産権、英米法など幅広い分
野において豊富な経験と高い見識を有する弁
護士であり、その専門的な見地から法令遵守、
コンプライアンスの推進など経営全般にわたり
指導・監督をいただくことを期待しているため。

独立役員に指定した理由：

酒井 正之社外取締役と当社の間で、2009年11

月まで、法律に関する顧問契約を締結しており
ましたが、現在、当社との取引関係その他の利
害関係はなく、同取締役を一般株主と利益相
反の生じるおそれのない独立役員として指定し
ております。



檜森 啓二 ○ ―――

製造業において長年にわたる会社経営者とし
ての豊富な経験と幅広い見識を有しており、そ
の経験を活かして経営全般にわたり指導・監督
をいただくことを期待しているため。

独立役員に指定した理由：

檜森 啓二社外取締役と当社との取引関係そ

の他の利害関係はなく、同取締役を一般株主
と利益相反の生じるおそれのない独立役員とし
て指定しております。

緑川 正博 ○ ―――

公認会計士としての高度な知識と豊富な経験
を有しており、その専門的な見地から財務、会
計、税務など経営全般にわたり指導・監督をい
ただくことを期待しているため。

独立役員に指定した理由：

緑川 正博社外取締役と当社との取引関係そ

の他の利害関係はなく、同取締役を一般株主
と利益相反の生じるおそれのない独立役員とし
て指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社内取
締役

補足説明

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、独立社外取締役の適切な関与と助言を得る仕組みを強化するこ
とで、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。「指名・報酬委
員会」では、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に
関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。「指名・報酬委員会」は、取締役会が選定した3名以上の取締役
で構成し、その過半数は、独立社外取締役といたします。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

・監査役監査の状況

監査役3名（うち、社外監査役2名）から構成される監査役会では、法定監査とともに、経営監督機能の強化を図ることを念頭に置き、当社及び連結
子会社の業務内容、及び内部統制状況を監査しております。監査役会では、会計監査人から定期的に監査の実施状況の報告を受けるとともに、
内部監査室及び内部統制部門とも連携を図りながら、実効的な監査を行っております。特に、内部監査室から監査役に直接報告する体制を整備
し、内部監査部門の活用を通じて監査役の更なる機能発揮につなげて参ります。

・内部監査の状況

当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室（3名）では、監査役、会計監査人及び内部統制部門と連携を密に



し、当社及び連結子会社の業務の執行状況、及び内部統制状況を監査しております。監査結果は、社長及び監査役に報告し、関係部門に対して
周知徹底を行っております。また、取締役会及び監査役会の機能発揮を図る観点から、内部監査室から取締役会及び監査役会に対して適切に直
接報告を行う、デュアルレポーティング体制も採用しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

中島　茂 弁護士 △

中村　博 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

中島　茂 ○

当社は、中島 茂社外監査役との間で、過

去に（2000年11月まで）法律に関する顧問
契約を締結しておりました。

企業リスク管理・内部統制・ガバナンスなど企
業法務に精通する弁護士であり、主に会社法
務、労務、特許等の法令、定款・社内規則等の
遵守に関し、企業リスク管理を専門とする弁護
士としての専門的見地から、監査をいただくこと
を期待しているため。

独立役員に指定した理由：

中島 茂社外監査役と当社の間で、2000年11月

まで、法律に関する顧問契約を締結しておりま
したが、現在、当社との取引関係その他の利害
関係はなく、同監査役を一般株主と利益相反
の生じるおそれのない独立役員として指定して
おります。



中村　博 ○

中村 博社外監査役は、当社の主要な借

入先・大株主である株式会社八十二銀行
の取締役副頭取に就任しておりましたが、
同行の取締役を退任してから約8年が経
過しております。

金融機関において長年にわたる会社経営者と
しての豊富な経験と幅広い見識を有しており、
その経験を活かして経営全般にわたり監査をし
ていただくことを期待しているため。

独立役員に指定した理由：

中村 博社外監査役は、当社の主要な借入先・

大株主である株式会社八十二銀行の取締役副
頭取に就任しておりましたが、同行の取締役を
退任してから約8年が経過していることから、現
在、当社との取引関係その他の利害関係はな
く、同監査役を一般株主と利益相反の生じるお
それのない独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

当社は社外取締役3名と社外監査役2名の計5名全員を独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

株式報酬制度などに代表される長期インセンティブ報酬制度は採用しておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

事業報告において、取締役の報酬等の総額を開示しております。

第44期（2021年10月1日～2022年9月30日）の当社の取締役の報酬等

　取締役9名　248百万円（うち社外取締役3名：31百万円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

役員の報酬等の総額は、株主総会における承認決議の範囲内で決定しております。取締役の報酬限度額（役員賞与を含む）につきましては、201
7年12月19日開催の第39期定時株主総会において年額300百万円以内（うち社外取締役年額40百万円以内）として決議いただいております。な
お、取締役の報酬限度額に使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。監査役の報酬限度額（役員賞与を含む）につきましては、
2018年12月18日開催の第40期定時株主総会において年額50百万円以内として決議いただいております。提出日現在、対象となる役員は、取締
役9名（うち社外取締役3名）、監査役3名であります。

役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりであります。

（取締役）

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締
役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを
確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。

取締役の報酬等に関する基本方針は、以下のとおりとしております。

・中長期的な業績の向上と企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブとして妥当な水準であること

・社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること

・経営の監督機能を適切に発揮できる水準であること

＜個人別の報酬等に関する決定方針＞

取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、退職慰労金で構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、支給しております。

基本報酬については月例給として支給しております。基本報酬の決定に際しては、それぞれの職位、職責、業界慣行、管掌業務等に加えて、中長
期的な業績の向上と企業価値の持続的な向上の指標となる連結業績の売上高、最終利益も考慮するなど、業績に連動する観点も加味しておりま
す。更に、社内外からの人材を確保できる競争力ある水準も踏まえて算出しております。毎年、事業年度終了後、基本報酬の見直しを実施し、次
の事業年度から適用しております。

賞与については、単年度の業績目標の達成度などに応じて決定されます。賞与は、連結決算の最終利益を中心とした業績指標を基準としなが
ら、当該事業年度の会社への貢献度に応じて取締役に対して支給される業績連動報酬であります。業績連動報酬を決定する基準となる業績指標
は、毎年、十分な審議をして決定しております。

また、株主との利益共有意識を醸成し、株主の利益を尊重した行動に資するため、持株会等を通じて取締役の自社株保有を推奨しております。取
締役の一部の報酬が持株会への拠出金となることを想定しております。

なお、社外取締役については、経営の監督機能を適切に発揮する観点から妥当な水準であることを考慮するとともに、業務執行取締役の報酬等
の水準も勘案して決定しております。

＜取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針＞

基本報酬については、月次で支払いを行っております。賞与については、定時株主総会後に速やかに支払っております。退職慰労金については、
任期満了となる定時株主総会後に速やかに支払っております。

＜取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者への委任に関する事項＞

報酬等の内容については、事前に社外取締役などと協議し、客観的な立場から意見を聞いた上で、取締役会において十分な審議を行い、取締役
会で一任を受けた代表取締役が委任を受けた事項を決定しております。また、当該一任された権限が適切に行使されるよう、取締役会による一任
の決議は、毎年、行うものとしております。

なお、これまで以上に、取締役の報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を確保するため、2022年12月16日付で取締役会の任意の
諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたしました。この「指名・報酬委員会」は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半
数は、独立社外取締役といたします。

今後の具体的な決定プロセスとしては、次のとおりであります。取締役の報酬等について、事前に「指名・報酬委員会」が上記の基本方針を準拠し
て審議をいたします。取締役会においては「指名・報酬委員会」の答申を踏まえて十分な審議を実施いたします。その上で、取締役会で一任を受
けた代表取締役が委任を受けた事項を決定いたします。代表取締役が最終的な決定をする際は、「指名・報酬委員会」の答申を尊重いたします。

＜報酬等の割合に関する方針＞

取締役の種類別の報酬割合については、上記の方針に沿って、企業価値向上に関する会社への貢献度が高まるように、適切な報酬割合となるこ
とを方針としております。

（監査役）

監査役の報酬等の額は、常勤監査役と社外監査役の役割、監査業務の分担状況、経験、取締役報酬の水準等を勘案し、監査役の協議により決
定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役の補佐を目的とする専任部門は設置しておりませんが、重要な会議の議事内容、企業運営に係る重要事項、諸経営
データ、稟議書など、企業活動に関する重要な情報は、担当部門から総務部に伝達・集約され、同部から社外取締役及び社外監査役へ情報伝達
しております。また、取締役会などの重要な会議については、社外取締役及び社外監査役に対して資料の事前配布・状況説明を行っております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査役会設置会社であり、取締役9名（うち社外取締役3名）、監査役3名（うち社外監査役2名）を選任しております。取締役会は、定例取
締役会に加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項のほか、経営の基本方針、経営計画をはじめとする重要事項の決
定及び業務執行の監督を行っております。また、社外取締役の中立的な立場からの意見等を尊重して意思決定を行うことで、実質的な経営監視・
監督機能の実効性を確保しております。

取締役及び部長職で構成される「グローバル事業推進会議」を設置し、経営課題に対する実施策を審議の上、一定の経営重要事項を決定し、経
営環境の変化に迅速に対応する機動的な経営体制を採用しております。月に1回以上開催されるグローバル事業推進会議は、取締役会を補完す
る会議体として、重要事項の審議及び企業統治において重要な役割を担っております。

また、当社では、経営責任の明確化、業務執行の迅速化、意思決定の透明性を図るため、部門制を採用した組織運営を行っております。各業務
執行部門及び連結子会社などの業務執行組織の運営責任は、業務分掌規程等に基づき明確にするとともに、業務執行に関する職務権限を委譲
し、経営環境の変化に、機動的かつ迅速な実施策を講じております。

加えて、2022年8月10日に取締役及び部長職で構成される「サステナビリティ推進委員会」を設置し、気候変動、人的資本、多様性等に関する事項
を審議しております。サステナビリティ推進委員会で審議された事項は、定期的にグローバル事業推進会議に報告し、必要に応じて取締役会に報
告するとともに、同委員会の決定に基づき、TCFDに関する開示、各種のサステナビリティ活動を実施しております。当社は長年にわたり先進的な
環境配慮型技術を開発してきた当業界のリーディングカンパニーとして、サステナビリティへの取り組みを経営の最重要課題の一つと位置付けて
おり、サステナビリティ推進委員会を通じた活動、情報開示を強化いたします。

更に、2022年12月16日に「指名・報酬委員会」を設置し、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保して、独立
社外取締役の適切な関与と助言を得る仕組みを強化しております。指名・報酬委員会は、取締役会が選定した3名以上の取締役が構成員となり、
その過半数は独立社外取締役で構成されております。

監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名体制としております。各監査役は監査役会が定めた規程、監査計画及び職務分担に基づ
き、取締役の業務執行の適法性について監査しております。各監査役は、公正かつ効率的に監査業務を遂行できる見識・能力と豊富な経験を有
しております。なお、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しておりますが、同室から監査役にも直接報告する体制を整備し、内部監査部門
の活用を通じて監査役の更なる機能発揮につなげて参ります。

各会議体の構成は、以下のとおりです。

取締役会の構成員

代表取締役社長 COO 宮坂純一が議長を務め、青木大一、藤原　誠、青木高太、ケールスマーケルス ミキルス カーレル、依田和也、酒井正之、

檜森啓二、緑川正博で構成されております。

なお、酒井正之、檜森啓二及び緑川正博は、社外取締役であります。

監査役会の構成員

常勤監査役 大寺正敏が議長を務め、社外監査役である中島　茂及び中村　博で構成されております。

グローバル事業推進会議の構成員

代表取締役社長 COO 宮坂純一が議長を務め、青木大一、藤原　誠、青木高太、ケールスマーケルス ミキルス カーレル、依田和也、各部門の部

門長で構成されております。なお、必要に応じて、社外取締役も参加しております。

サステナビリティ推進委員会の構成員

代表取締役社長 COO 宮坂純一が委員長を務め、藤原　誠、青木高太、ケールスマーケルス ミキルス カーレル、依田和也、各部門の部門長で構

成されております。

指名・報酬委員会の構成員

代表取締役会長 CEO 青木大一が委員長を務め、宮坂純一、酒井正之、檜森啓二、緑川正博で構成されております。なお、酒井正之、檜森啓二

及び緑川正博は、社外取締役であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社が現在の企業統治体制を採用しているのは、株主総会で選任された取締役が経営の重要事項の決定に関与することにより経営責任を明確
にするとともに、取締役による相互監視と監査役による監査を通じて、経営の健全性を効果的・効率的に確保するためであります。また、当社で
は、各分野における専門性に加えて当社事業に精通した社外取締役3名を選任し、中立公平な立場から、取締役の業務執行を管理・監督するとと
もに、各社外取締役は、必要に応じて主要な構成員として各会議体に出席し、積極的な発言を行うなど、コーポレート・ガバナンスを強化しておりま
す。

また、前述のとおり、取締役会に加え、グローバル事業推進会議を設置することにより、取締役の職務執行が効率的かつ迅速に行われる体制を
整備するとともに、各業務執行部門及び連結子会社などの業務執行組織の活動の一部を統制監督し、業務執行機能・監督機能の重層化を図っ
ております。更に、相対的に規模の大きい連結子会社には、原則として取締役及び部長職を責任者に据えるなど、グループ経営の統制を図って
おります。このような体制により、実効的な企業統治が行われております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

9月が決算期である当社では、12月（歳末）に定時株主総会を開催いたしますが、既に決
算期後80日前後の開催を実施しており、今後も早い期日に最高議決機関たる株主総会
が開催できるよう努力していきます。また、招集通知の早期発送を行うための社内体制を
整備し、法定期日よりも早い時期に招集通知を発送しております。



電磁的方法による議決権の行使 書面による議決権行使に加えて、電磁的方法による議決権行使も可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

ICJが運営する機関投資家向けプラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
2022年12月期に係る定時株主総会から、招集通知（要約）の英文を東京証券取引所及び
当社ウェブサイトに掲載しております。

その他
株主総会の活性化：

当社に対する理解を深めていただくため、株主総会後に工場見学を実施するなど、株主
総会の充実を図っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
当社に対する理解を深めていただくことを目的として、定期的に個人投資家向
けの会社説明会を開催しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期ごとに機関投資家・アナリスト向け説明会を実施しております。説明会以
外にも、取締役が機関投資家・アナリストと個別ミーティングを行い、業績内
容、事業環境、業績見通し等を説明しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページにＩＲ情報サイトを設置し、決算短信、その他開示書類、事業
報告書、有価証券報告書、四半期報告書などを掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部が経理部と連携し、IＲに関する諸業務に当たっております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「ＡＳＢコンプライアンス指針」において、当社は、顧客、取引先、株主、従業員などのステー
クホルダーの立場を尊重する旨を規定し、社会の期待に応える企業体を目指しておりま
す。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システム構築の基本方針

内部統制システムの基本方針につきましては次のとおりであります。

（１） 当社並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・取締役会は、各取締役が法令及び定款に適合した職務の執行を行い、社会的責任を果たし、経営理念及び行動指針を遵守することを確認しま
す。

・取締役会は、当社の取締役及び従業員の職務執行について、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等において、それぞれの責任者
及びその責任、執行手続きの詳細を定めます。

・取締役は、従業員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等を行うこと等により、コンプライアンスの知識を高め、尊重す
る意識を徹底します。

・当社及び当社子会社の取締役は、当社及び当社子会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ち
に監査役及び代表取締役に報告し、必要に応じて取締役会で対応策及び改善策の議論をします。

・監査役は、当社の法令遵守体制に問題があると認めるときは、取締役会において意見を述べるとともに、改善策の策定を求めます。

（２）　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の経営判断、執行に関する議事録、決裁その他重要な情報は、文書又は電磁的媒体（以下、文書等という。）に記録し、適切に管理・保存
します。また、取締役及び監査役又は必要な関係者が法に基づいてこれらの文書等を閲覧できる体制を整備します。

（３）　当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、当社子会社の取締役等の職務の執行に
係る事項の会社への報告に関する体制

・取締役会は、意思決定の迅速化のために、グローバル事業推進会議を開催し、経営課題の検討を行い取締役会の意思決定を補佐する体制を



図ります。

・取締役会及びグローバル事業推進会議は、取締役及び従業員の職務執行が効率的に行われることを確保するため、「組織規程」、「業務分掌規
程」、「職務権限規程」等、必要な組織運営に関わる規程を定めます。

・各部門を担当する取締役は、当該部門が実施すべき具体的な施策を定めるとともに、効率的な業務遂行体制の改善を図ります。

・当社子会社は、「関係会社管理規程」及び「関係会社稟議規程」に基づき当社に職務執行の状況を報告するとともに、一定の事項については、
子会社が判断・決定することにより、意思決定の迅速化と効率的な業務執行を行う体制を整備します。

（４）　当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社は、コンプライアンス、金融市場、経済環境、サプライチェーン、環境・社会問題、自然災害、製品の品質、情報セキュリティなどの業務執行
に関わるリスクを個別、具体的に認識し、その把握と個々のリスクについて未然に回避する体制、及び事故発生時にその損失を最小化するため
の管理体制を整えます。

・顧客の要望事項を的確に把握し、実現できるよう、製品及びサービスの品質保証体制確立のため取得しているＩＳＯ認証を活用し、それに対応し
た品質マネジメントシステムを構築・実施します。

（５）　当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・子会社に関する重要事項については、当社取締役会及びグローバル事業推進会議等において審議・決定します。

・また、子会社の法務・経理関係業務やＩＴインフラ、ＩＴセキュリティ、事業運営管理全般については、当社の担当部門が支援、指導を行うとともに、
「関係会社管理規程」、「関係会社稟議規程」等に基づき、子会社の業務を管理します。

・子会社に対しては、定期的に本社管轄部門責任者等が出向き、業務の適正を確保するとともに、監査役監査及び内部監査が実施されます。

・社内他部門からの独立性を担保すべく、内部監査室は代表取締役社長直属の機関として位置付けられており、また、同室より取締役会及び監
査役会に対して適切に直接報告を行う、デュアルレポーティング体制を採用します。

・当社では、公益通報者保護法に準拠した内部申告者保護規程を定め、取締役及び従業員が、当該規程で定める事項が発生した場合、社内に
設置した内部申告（内部通報）窓口に通報します。通報事実及びその内容は代表取締役社長と監査役に報告されます。また、通報者の匿名性を
確保するとともに、通報者が通報事実を理由に不利益を被らない点が規定されています。

（６）　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役は、その職務を補助すべき従業員を置き、監査業務に必要な事項を命令することができます。

（７）　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・前号の従業員の任命、人事異動、懲戒に関しては、監査役の事前の同意を得ます。

（８）　当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、当
該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

・取締役会は、監査役が、取締役、従業員、会計監査人と定期又は不定期に、協議意見交換を行う体制を整備します。

・監査役が、当社及び子会社の取締役及び従業員から報告を受けた場合（通報窓口を経由した報告も含む）、報告事項に対して適正な処理を行
います。

（９）　監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方
針に関する事項

監査役が、その職務の執行について生じる費用又は償還の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、
速やかに当該費用又は債務を処理します。

（１０）　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・取締役は、監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図れる体制を整備します。

・取締役及び従業員は、監査役監査に対する理解を深め、監査役のヒアリング等の要請に協力し、監査役監査の実効性を確保します。

・取締役は、監査役の求めがあるときは、監査役が職務執行上、弁護士・公認会計士・税理士などの外部専門家との連携を図れる環境を整備しま
す。

・監査体制の一層の充実を図るべく、内部監査室から監査役への直接のレポートラインも確保し、内部監査部門の活用を通じて監査役の機能拡
充を図ります。

（１１）　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

・当社及び当社子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨みます。

・当社及び当社子会社は、反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、直ちに警察、弁護士等の外部専門機関と連携をとり、個人で対応
せず組織的に対応します。

（１２）　財務報告の信頼性を確保するための体制

・当社は、財務報告に関わる「内部統制運用規程」に基づき対応します。

・財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた統制活動を実施します。

・内部監査は、統制が適正に機能しているかどうかを継続的に評価し、不備が発見された関係部門に対して、是正状況をモニタリングします。

なお、損失の危険の管理に関する体制におきましては、グローバル事業推進会議においてリスクに関して審議し、リスク対策を実施するとともに、
必要に応じて取締役会に報告する体制にしております。また、当社と海外生産子会社では、ISO認証に関して定期的に維持審査を受けるなど、IS
O認証を活用して業務品質の向上などを進めております。なお、顧問弁護士及びその他の専門家と顧問契約を締結し、業務執行につき必要な都
度、アドバイスを受け、適法・適正な業務運営に努めております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方：

反社会的勢力に対しては毅然とした対応を行っており、反社会的勢力の影響を一切受けておりません。

反社会的勢力排除に向けた整備状況：

全社員を対象としたコンプライアンスに関する研修などを通じて、役職員一人ひとりに、コンプライアンス意識を定着させるとともに、「ＡＳＢコンプラ
イアンス指針」の周知・徹底を教育しております。

反社会的勢力からの接触があった場合には、総務部は、事実関係を確認し、反社会的勢力からの影響を排除いたします。必要に応じて、警察
署、法律の専門家、外部機関等と協議し、適切な対応をいたします。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無



買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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